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令和２年 第７回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和２年７月２２日 午後１時３０分、下記の案件の議定のため、令和２年第７回

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農用地利用集積計画について 

日程第１０ 議案第 ４号 農用地利用配分計画について 

日程第１１ 議案第 ５号 非農地証明願について 

日程第１２ 議案第 ６号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第１３ 議案第 ７号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第１４ 議案第 ８号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第１５ 議案第 ９号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第１６ 議案第１０号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第１７ 議案第１１号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第１８ 議案第１２号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第１９ 議案第１３号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２０ 議案第１４号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２１ 議案第１５号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 
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日程第２２ 議案第１６号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２３ 議案第１７号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２４ 議案第１８号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２５ 議案第１９号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２６ 議案第２０号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２７ 議案第２１号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２８ 議案第２２号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第２９ 議案第２３号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第３０ 議案第２４号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第３１ 議案第２５号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第３２ 議案第２６号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 

日程第３３ 議案第２７号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて 
 

１ 出席委員 （２３名） 

    １番 三 浦  正 勝 委員、   ２番 大 黒  昭 夫 委員、 

３番 阿 部  一 信 委員、   ４番 吉 田  優 俊 委員、 

５番 岩 淵  敬 一 委員、   ６番 佐 竹  きみ子 委員、 

    ７番 狩 野  善 典 委員、   ８番 大 場  裕 之 委員、 

    ９番 曽 根  金 雄 委員、  １０番 千 葉  優 子 委員、 

   １１番 鈴 木  春 江 委員、  １２番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １３番 及 川  正 一 委員、  １４番 多 田  仁 一 委員、 

   １５番 佐々木  吉 司 委員、  １６番 菅 原  英 俊 委員、 

   １７番 岩 渕    弘 委員、  １８番 佐々木    弘 委員、 

   １９番 佐 藤    勝 委員、  ２０番 狩 野  和 義 委員、 

   ２１番 秋 山  憲 義 委員、  ２２番 米 山  嘉 彦 委員、 

   ２４番 鈴 木  康 則 会長 
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２ 欠席委員 （１名） 

      ２３番 黒 澤  光 啓 会長職務代理者 

 

３ 議事に参与した者 

   事務局長        二階堂    賢 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主幹兼係長  藤   広 実 

   農地農政係 主 査   高 橋    潤 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長 

 ご起立願います。「ご苦労様です。」ご着席願います。 

 只今から、令和２年 第７回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

 ただいまの出席委員は、２３名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 欠席の通告があります。 

 議席番号２３番 黒 澤 光 啓 委員から、所要のため欠席する旨の通告がござ

います。 

 

議長 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、議席番号１１番 鈴 木 春 江 委員、 

 議席番号１２番 尾 形 陽一郎 委員の両名を指名いたします。 
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議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間にしたいと思いますが、これに、ご異議ございません

か。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

日程第３、事務報告の前に配布している総会提出議案について、一部訂正をお願い

いたします。議案書の１３ページと１４ページでございます。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号９番から１１番

までの３案件でありますが、議案調整後に申請者から取り下げ願い出書の提出があり

ましたので、削除をお願いいたします。 

以上であります。 

 

 日程第３、事務報告を行います。事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

 議案資料に基づき、令和２年６月２９日から令和２年７月２２日までに実施された

事務事業等の報告並びに、令和２年７月２７日から令和２年８月２７日までに予定し

ている、事務事業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告します。 

 はじめに、第１区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、瀬峰地区の田１筆 ２，８０２㎡のうち、３６４．１４㎡を

耕作条件の改善のため、敷地内の土地を切り土して盛土を行い、完了後は転作田とし

て、牧草を作付けする予定の旨の１案件を説明。 
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議長 

 次に、去る７月２０日、議席番号２番 大黒 昭夫 委員、農地利用最適化推進委員の

鈴木 孝夫 委員及び 佐々木 栄夫 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号２番 大黒 昭夫 委員から報告願います。 

 

２番 大黒 昭夫 委員 

 報告第１号 農地の現状変更届について、去る７月２０日月曜日に４名にて書類審

査及び現地確認を行いました。 

 １番の詳細については事務局から説明がありましたとおり、ため池を切り土で埋め

立てて牧草地にするということで、現地を確認すると周辺農地への影響はないものと

判断し、特に問題がないものと確認してまいりましたので、報告いたします。 

 

議長 

 次に、第２区の番号２番・３番の２案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号２番は、金成地区の田１筆 ６９２㎡を、乗り入れと耕作の利便性を

向上させるため、約１７０㎝の盛土を行い、完了後は転作田として牧草を作付けする

予定の旨の１案件、 

 番号３番は、金成地区の田３筆 ８３９㎡を、盛土により排水不良の改善を行い、

耕作の利便性を向上させるもので、完了後は転作田として野菜を作付けする予定の旨

の１案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る７月２０日、議席番号１１番 鈴木 春江 委員、農地利用最適化推進委

員の小野 大介 委員及び 氏家 勝子 委員が、現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１１番 鈴木 春江 委員から報告願います。 

 

１１番 鈴木 春江 委員 

 報告第１号 農地の現状変更届について、去る７月２０日、月曜日に４名にて書類

審査及び現地確認を行いました。 

 ２番、３番の詳細につきましては事務局から説明があったとおりです。 

 ２番は、現地を確認しますと牧草が作付けされ、きれいに管理されておりました。

道路との高低差があることから、盛土による耕作条件の改善であり、周辺農地への影

響もないものと確認してまいりましたので、報告いたします。 
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 ３番については、周辺農地は、ほとんど転作田となっており、野菜を作付けするた

めの盛土をして、排水条件を改善するものであり、いずれも、特に問題がないものと

判断してまいりましたので、報告いたします。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わりま

す。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告

いたします。 

 第１区の番号１番の１案件、第２区の番号２番から５番までの４案件、第３区の番

号６番から９番までの４案件、併せて９案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の田４筆 ９，５２１㎡、売買のためによる基盤法

の賃貸借権解約の１案件、 

 第２区の番号２番は、若柳地区の田１４筆 ９，７７９㎡、 

 番号３番は、若柳地区の田１１筆 ５，１７８㎡、 

 番号４番は、若柳地区の田２筆 ２，０５４㎡、いずれも、双方合意による農地法

第３条の賃貸借権解約の３案件、 

 番号５番は、志波姫地区の田１筆 ５８７㎡、双方合意による基盤法の賃貸借権解

約の１案件、 

 第３区の番号６番は、栗駒地区の田１筆 ２，３１０㎡、 

 番号７番は、栗駒地区の畑１筆 １，３１９㎡のうち８１５㎡、いずれも、売買の

ためによる農地法第３条の賃貸借権解約の２案件、 

 番号８番は、栗駒地区の田１筆 ５，６９６㎡、 

 番号９番は、栗駒地区の田３筆 ４，８８２㎡、いずれも、双方合意による基盤法

の賃貸借権解約の２案件、 

 以上、９案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て、報告を終わります。 

 

議長 

 日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第２区の番号１番・２番の２案件について、事務局から報告いたします。 
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事務局 

 第２区の番号 1 番は、若柳地区の田２８筆 １９，６１４㎡及び畑６筆 ４，００１

㎡、合計 ２３，６１５㎡、 

 番号２番は、若柳地区の田１７筆 １８，７９８㎡及び畑５筆 ２，７０８㎡、 

合計 ２１，５０６㎡、いずれも、双方合意による農地法第３条の使用貸借権設定解

約の２案件を説明報告。  

 

議長 

 これで、日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わりま

す。 

 

議長 

 日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題とい

たします。 

 はじめに、第１区の番号１番から３番までの、３案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田２筆 ７，４５４㎡、経営規模拡大による賃貸

借権設定の１案件、 

 番号２番は、高清水地区の畑１筆 ６５㎡、経営の合理化による所有権移転贈与の

１案件、 

 番号３番は、一迫地区の田１筆 ４７３㎡、相手方の要望による所有権移転売買の

１案件、以上、３案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号２番 大黒 昭夫 委員から報告願います。 

 

２番 大黒 昭夫 委員 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、去る７月２０日、月曜

日に、４名にて書類審査を行いました。 

 １番から３番の詳細については、事務局から説明があったとおり３件とも労力不足

が要因での経営移譲、贈与、売買となっており、許可に当たっては、審査基準である

全部効率利用要件や地域調和要件を鑑みますと、特に問題はないものと判断いたしま

した。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号４番から７番の４案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号４番は、若柳地区の田１筆 ９８５㎡、 

 番号５番は、若柳地区の田１筆 ７８１㎡、いずれも、相手方の要望による所有権

移転売買の２案件、５番は、市外居住者取得のため詳細説明、 

 番号６番は、若柳地区の畑１筆 ３２５㎡、耕作利便のためによる所有権移転贈与

の１案件、 

 番号７番は、金成地区の田１０筆 １０，４５５㎡、及び畑１筆 ５２５㎡、 

合計 １０，９８０㎡、経営継承による所有権移転贈与の１案件、市外居住者取得の

ため詳細説明、 

 以上、４案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、小野 大介 推進委員から報告願います。 

 

小野 大介 推進委員 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可について、去る７月２０日、月曜日、

４名にて書類審査及び現地確認を行いました。 

 ４番から７番までの案件の詳細につきましては、事務局から説明があったとおりで

すが、５番と７番の２件については、市外居住者が取得するということで、特に慎重

審議いたしました。 

 審議の結果、いずれも労力不足による売買と兄弟での継承となっており、他の２件

についても、労力不足等による売買と贈与となっており、許可にあたっては特に問題

はないものと判断いたしました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。  

質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」― 
 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号８番の１案件を審議いたします。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号８番は、栗駒地区の畑１筆 １１５㎡、経営規模拡大による所有権移

転売買の１案件が、市外居住者取得のため詳細説明をし、許可要件を満たしているこ

とを説明。 

 

議長 

 次に、去る７月１７日、議席番号１５番 佐々木 吉司 委員、農地利用最適化推進委

員の 伊藤 重行 委員、及び 佐藤 みき 委員が、現地確認調査を行っておりますの

で、その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 みき 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 みき 推進委員 

 議案第１号 農地法第３条許可申請について、去る７月１７日、金曜日に、４名で

現地確認を行いました。 

 ８番の案件については、市外居住者の売買で、申請地の隣接に取得者の農地があ

り、一体利用が図られるものと確認したことから特に問題はなく、許可に当たって

は、審査基準を満たしているものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。 

 

議長 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番

から８番までの８案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、

番号１番から８番までの８案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしまし

た。 

 

議長 

 日程第８、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題とい

たします。 

 はじめに、第１区の番号１番の１案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 １，０７３㎡を地上権設定により、業務

用地として転用し、太陽光発電施設を設置して売電収入を得るものであります。借り

受け人は市外居住者でありますが、貸し出し人の孫に当たる方であります。 

農地区分は、都市計画区域内で第１種住居地域に指定されていることから、第３種

農地に該当する旨の１案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 栄夫 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 栄夫 推進委員 

 議案第２号 農地法第５条の許可申請について、去る７月２０日、月曜日に４名に

て、書類審査及び現地確認を行いました。 

 １番については、現地を確認しますと、住宅街にある畑で現在は何も作付けされて

いない休耕されている畑であり、栗原中央病院に近く都市計画区域内であり今後、近

隣農地も宅地化が進むものであろうと思慮され、転用許可に当たっては、特に問題が

ないものと判断してまいりました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号２番から５番までの４案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号２番は、金成地区の田１筆 １５１㎡を所有権移転売買により譲り受

け、業務用地として転用し、大型車両用駐車場２台分を造成するものであります。 

農地区分は、生産性の低い小集団の農地のため、第２種農地で取り扱う旨の１案

件、 

番号３番から５番までは関連案件により、一括して説明します。 

番号３番は、志波姫地区の田１筆 ５８７㎡、 

番号４番は、志波姫地区の田２筆 １，７５０㎡、 

番号５番は、志波姫地区の田２筆 １，８８８㎡、いずれも、所有権移転売買によ

り譲り受け、住宅用地として転用し、分譲用宅地を建築造成するものであり、譲受人

は、すべて、新みやぎ農業協同組合であります。 

 農地区分は、水道管、下水管が沿道に埋設されており、５００メートル以内に小学

校と中学校があることから、第３種農地で取り扱う旨の３案件、 

 以上、４案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、去る７月２０日、月曜

日に、４名にて現地確認を行ってまいりました。 

 ２番については現在、草地になっている状況であり、周辺も草地となっております

が、今後の事業展開を見込んでの転用であり、許可に当たっては、何ら問題はないも

のと判断してまいりました。 

 ３番、４番、５番については、過去には草地となっておりましたが、今回、農協が
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購入し住宅地として分譲することになっておりますが、住宅地と隣接する地域であ

り、許可に当たっては、何ら問題はないものと判断してまいりました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号６番から８番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号６番は、栗駒地区の田１筆 ２，３１０㎡を所有権移転売買により譲

り受け、業務用地として転用し、太陽光発電施設を設置して売電収入を得るものであ

ります。 

農地区分は、宅地等に分断されました小集団農地であることから、第２種農地に該

当する旨の１案件、 

番号７番・８番は、同一案件となっており、 

番号７番は、栗駒地区の田１筆 １，７４７㎡のうち５２５㎡を使用貸借権設定に

より借り受け、県発注工事の二迫川築堤盛土工事の仮設道路として一時転用し、資材

運搬道路として使用するものであります。 

農地区分は、栗原市農業振興地域整備計画の農用地区域、転用期間については、許

可日から７ヶ月間としている旨の１案件、 

番号８番は、栗駒地区の田１筆 １，５３５㎡のうち９３６㎡を７番同様の一時転

用をし、県発注工事の二迫川築堤盛土工事の資材運搬道路として使用するものであり

ます。 

 農地区分及び転用期間は、７番と同様となっている旨の１案件、 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１５番 佐々木 吉司 委員から、報告願います。 
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１５番 佐々木 吉司 委員 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、去る７月１７日、金曜

日に４名にて書類審査及び現地確認を行ってまいりました。 

 ６番については、農地を購入して太陽光施設を設置するという案件でございまし

て、現在は転作田として利用しているようでありました。 

 公図を見てもわかりますように、隣接する自己所有地には、すでに太陽光パネルが

設置されておりまして、すでに稼動しているように見えました。 

 今回は、その北の農地を購入して増築を図るということですが、周辺農地には影響

を与えない範囲と確認できましたので、許可に当たっては特に問題はないものと判断

してまいりました。 

 ７番・８番については、県の発注工事の迫川築堤工事の資材運搬用の仮設道路の設

置でありまして、周辺農地には影響を与えない範囲であり、転用許可に当たっては、

特に問題ないものと判断してまいりました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番

から８番までの８案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 よって、日程第８、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての、

番号１番から８番までの８案件は、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から７番までの７案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田３筆 ４，２１５㎡、 

 番号２番は、築館地区の田１筆 ３，３９３㎡、 

 番号３番は、築館地区の田６筆 １０，５１９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の３案件、 

 番号４番は、一迫地区の田２筆 ４，３９６㎡、 

 番号５番は、一迫地区の田２筆 ４，０８２㎡、 

 番号６番は、一迫地区の田４筆 ９，５２１㎡、いずれも、所有権移転売買の３案

件、 

 番号７番は、一迫地区の田７筆 １４，８９７㎡、農地中間管理事業による、新規

の賃貸借権設定の１案件、 

 以上、７案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」― 
 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号８番から１０番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号８番は、若柳地区の田２４筆 １８，４７０㎡及び畑１筆 ４４９㎡ 

合計 １８，９１９㎡、農地中間管理事業による、新規の賃貸借権設定である旨の１

案件、 

 番号９番は、金成地区の田４筆 ８，３６２㎡、新規の賃貸借権設定の１案件、 

 番号１０番は、志波姫地区の田８筆 １４，４１０㎡、新規の賃貸借権設定の１案

件、 

 以上、３案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１番から１０番まで

の１０案件については、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 
 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画についての番号１番から１０

番までの１０案件については、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１１、議案第４号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番の１案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 配分計画の利用権を設定する者は、農地中間管理機構となります。 

 第１区の番号１番は、一迫地区の田７筆 １４，８９７㎡、農地中間管理事業によ

る新規の賃貸借権設定である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号２番の１案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 配分計画の利用権を設定する者は、農地中間管理機構となります。 

 第２区の番号２番は、若柳地区の田２４筆 １８，４７０㎡及び畑１筆 ４４９㎡ 

合計 １８，９１９㎡、農地中間管理事業による、新規の賃貸借権設定である旨の１

案件を説明。 
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議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農用地利用配分計画についての、番号１番・２番の２案件

は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

  

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用配分計画についての、番号１番・２

番の２案件は、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１２、議案第５号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 はじめに、農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制

限に該当する案件について、審議を行います。 

 第１区の番号２番の１案件を審議いたします。 

 議席番号２２番 米山 嘉彦 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時２６分）（ ２２番 米山 嘉彦 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時２７分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号２番は、瀬峰地区の畑１筆 １９㎡、願出地は、昭和６０年ごろに願

出人の先々代である祖父が隣地の会社に通路として貸し出し、その後、コンクリート

舗装され、現在に至るもので、農地への復旧は困難であり、雑種地への地目変更を願

い出た旨の１案件を説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、鈴木 孝夫 推進委員から報告願います。 

 

鈴木 孝夫 推進委員 

 議案第５号 非農地証明願について、去る７月２０日、月曜日に４名にて、書類審

査及び現地確認を行いました。 

 番号２番の案件の詳細については、事務局から説明があったとおりで、現地を確認

しますと参考資料の現況写真のとおりで、昭和６０年ごろに隣の会社に通路として無

料で貸して舗装され現在に至るものです。３５年経過していることから、許可に当た

っては、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」― 
 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 非農地証明願についての、番号２番の１案件は、原案のと

おり承認することに、ご異議ございませんか。 
  

 ―「異議なし」― 
 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 非農地証明願についての、番号２番の１案件

は、原案のとおり承認することに決しました。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番

号２２番 米山 嘉彦 委員の入場を許可します。 

 

 暫時休憩します。（午後 ２時２９分）（米山 嘉彦 委員、着席） 

  

議長 

 会議を再開します。（午後 ２時３０分） 

 次に、第１区の番号１番の１案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 ８７３㎡、願出地は、昭和４３年ごろに

願出人の先代である養父が住宅及び倉庫を建築し現在に至るもので、農地への復旧は

困難であり、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、鈴木 孝夫 推進委員から報告願います。 

 

鈴木 孝夫 推進委員 

 議案第５号 非農地証明願について、去る７月２０日、月曜日に４名にて、書類審

査及び現地確認を行いました。 

 番号１番の案件の詳細については、事務局から説明があったとおりで、現地を確認

しますと参考資料の現況写真のとおりで、昭和４３年ごろに住宅を建築、現在に至る

のです。屋敷内全体が願出地になっておりますが、５２年経過しておりますことか

ら、許可に当たっては、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」― 
 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に第３区の番号３番の１案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号３番は、栗駒地区の田１筆 ４２９㎡、願出地は、昭和６０年ごろに

願出人の先代が所有していたころにアスファルト舗装等の造成が行われ、それ以降は

貸駐車場として利用され現在に至っているものであり、以前の転用許可の書類等は確

認できず、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、伊藤 重行 推進委員から報告願います。 
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伊藤 重行 推進委員 

 議案第５号 非農地証明願について、去る７月１７日金曜日に４名にて、現地確認

を行いました。 

 詳細については、ただ今事務局からの説明のとおりでありまして、現地を確認しま

すと、参考資料の写真のとおり舗装整備されており、駐車場として利用されているこ

とが確認できました。周囲にも農地がないことから、許可に当たっては、特に問題が

ないものと判断いたしました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 非農地証明願についての、番号１番及び３番の２案件は、

原案のとおり承認することに、 

 ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 非農地証明願についての、１番及び３番の２案

件は、原案のとおり、承認することに決しました。 

 

議長 

 会議の途中ですが、会議開始から１時間が経過しました。 

 ここで、午後２時５０分まで、休憩といたします。 

 

  （休憩：午後 ２時３６分から２時５０分まで） 

 

議長 

 それでは、休憩をとき、会議を再開します。（午後 ２時５０分） 
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議長 

 日程第１２、議案第６号 栗原市 農業委員会 農地利用最適化 推進委員の委嘱につ

き意見を求めることについて、を議題といたします。 

 議席番号１３番 及川 正一 委員は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定によ

る、委員の議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

暫時休憩します。（午後 ２時５１分）（ １３番 及川 正一 委員 退席） 

 

議長 

会議を再開します。（午後 ２時５２分） 

 事務局からの内容の説明の前に、栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者

評価委員会委員長であります、私から、今回の評価委員会の評価等について、はじめ

に報告をさせていただきます。 

 

評価委員会委員長 

 評価委員会の報告  

 

議長 

 次に、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 議案第６号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき意見を求める

ことについて の１案件の概要について ご説明いたします。 

 農地利用最適化推進委員の募集につきましては、令和２年３月１６日から４月１５

日まで行い、募集定員に達しなかったことから、再募集を５月１５日から５月２９日

まで、再々募集を６月５日から６月１５日まで行いました。 

 その結果、 １区では８名、２区では９名、３区では６名 の計２３名の応募があ

りました。 

 本案件については、「栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者設置委員会設

置要綱」の規定に基づき設置しました、会長を委員長とする「栗原市農業委員会農地

利用最適化推進委員候補者評価委員会」から、評価の意見を受け、選任いたしてお

り、推進委員の委嘱にあたりましては、「農業委員会等に関する法律」第１７条第１項

及び「栗原市 農業委員会の農地利用 最適化 推進委員の選任に関する規則」第９条に

おいて、「農業委員会総会における合議によって、推進委員を決定し、委嘱すること」

となっておりますことから、総会にて、ご審議をいただくものです。 

 ご提案申し上げている方につきましては、及川正一氏であります。 

 なお、任期につきましては、令和２年７月２４日から令和５年７月２３日までとな

ります。また、総会議案参考資料として、今回提案する方々の最終学歴等を記載した
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資料を配布しておりますのでご参照ください。該当者は、１ページでございます。 

 以上で、内容の説明を終わります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号の１案件は、質疑・討論を省略し、ただちに採決したいと思いますが、 

これにご異議ありませんか。 
 

  ―「異議なし」― 
 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、議案第６号の１案件は、適任者と認め、原案のとおり委嘱することに、

ご異議ありませんか。 
 

  ―「異議なし」― 
 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１２、議案 第６号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委

嘱につき意見を求めることについては、原案のとおり委嘱することに決定されまし

た。 

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番

号１３番 及川 正一 委員の入場を許可します。 

 

 暫時休憩します。（午後 ２時５７分）（及川 正一 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後 ２時５８分） 

 日程第１３、議案第７号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて、から、 

 日程第３３、議案第２７号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につ

き意見を求めることについて、までの２１案件は、関連がありますので、一括議題と

して審議いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 

  －「異議なし」－ 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、２１案件は一括議題といたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 議案第７号から議案第２７号までの 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の

委嘱につき意見を求めることについて の２１案件の概要について ご説明いたしま

す。 

 内容につきましては、議案第６号で説明いたしましたとおりであり、本２１案件に

ついては、会長を委員長とする栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価

委員会から評価の意見を受け、選任いたしており、委嘱にあたりましては、農業委員

会等に関する法律第１７条第１項及び栗原市農業委員会の農地利用最適化推進委員の

選任に関する規則第９条において、「農業委員会総会における合議によって推進委員を

決定し、委嘱すること」となっておりますことから、総会にて、ご審議をいただくも

のです。 

 ご提案申し上げている方々につきましては、 

 議案第 ７号では 氏 家 優 一 氏 議案第 ８号では 鈴 木 孝 夫 氏 

 議案第 ９号では 曽 根   茂 氏 議案第１０号では 鎌 田 英 利 氏 

 議案第１１号では 佐 藤 正 博 氏 議案第１２号では 千 葉 律 雄 氏 

 議案第１３号では 小 原 公 康 氏 議案第１４号では 佐々木   剛 氏 

 議案第１５号では 鈴 木   伸 氏 議案第１６号では 佐々木   進 氏 

 議案第１７号では 佐々木 貞一郎 氏 議案第１８号では 小野寺 栄 悦 氏 

 議案第１９号では 阿 部 正 一 氏 議案第２０号では 菅 原 昌 行 氏 

 議案第２１号では 氏 家 勝 子 氏 議案第２２号では 安 藤 康 太 氏 

 議案第２３号では 佐 藤 東 一 氏 議案第２４号では 佐 藤 憲 一 氏 

 議案第２５号では 髙 橋   茂 氏 議案第２６号では 山 田 善太郎 氏 

 議案第２７号では 三 浦 勇 市 氏の２１名を、それぞれご提案いたしており

ます。 なお、総会議案参考資料では、２ページから２２ページでございますので、

ご参照願います。 

 以上で、内容の説明を終わります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 ２１案件は、質疑・討論を省略し、ただちに採決したいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 
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  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、２１案件は、質疑・討論を省略し、ただちに採決いたします。 

 

議長 

 お諮りいたします。 

 ２１案件は、一括採決することに、ご異議ありませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、２１案件は一括採決することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 日程第１３、議案第７号から、議案第２７号までの２１案件については、すべて適

任者と認め、原案のとおり、委嘱することに、ご異議ありませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１３、議案第７号 栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委

嘱につき意見を求めることについて、から、 

日程第３３、議案第２７号栗原市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱につき

意見を求めることについて、の２１案件は、原案のとおり、委嘱することに決定され

ました。 

 

議長 

 以上をもちまして、本日の会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和２年 第７回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 ご起立願います。 

 ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後 ３時 ０２分 閉会 ＞ 
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